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全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ

ス
ト
兵
庫
県
大
会
淡
路
地
区
予
選

に
、
島
内
二
十
校
か
ら
四
千
四
百

八
十
三
点
の
応
募
が
あ
り
、
町
内

二
校
か
ら
三
名
が
受
賞
し
ま
し

た
。そ
の
伝
達
式
が
十
二
月
四
日
、

両
中
学
校
で
行
わ
れ
、
一
月
九
日

ま
で
役
場
一
階
ロ
ビ
ー
で
応
募
作

品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

受
賞
さ
れ
た
の
は
、
次
の
方
々

で
す
。

（
敬
称
略
）

◎
最
優
秀
賞

長
谷
あ
ず
さ
（
倭
文
中
二
年
）

「
す
べ
て
は
言
葉
か
ら
」

◎
銀
賞

西
村
　
　
譲
（
倭
文
中
三
年
）

「
人
権
に
つ
い
て
」

◎
銅
賞

山
畠
　
美
穂
（
広
田
中
二
年
）

「
障
害
者
問
題
」

▲淡路学園にて

▲お味はいかが？（もちつき大会・広田
保育園）

▲サンタさんといっしょに。（クリスマス会・倭文
保育園）

▲こんなに取れたよ。

▲寒空の下、プレーする球児たち。

s
受
賞
さ
れ
た
長
谷
あ
ず
さ
さ
ん
（
右
）
と

西
村
譲
く
ん

s
受
賞
さ
れ
た
山
畠
美
穂
さ
ん

十
一
月
二
十
八
日
に
広
田
小
学

校
、十
二
月
十
一
日
に
は
倭
文
小
学

校
の
二
年
生
が
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ

ま
で
育
て
て
き
た
大
豆
を
収
穫
。

草
取
り
や
水
や
り
な
ど
を
し
て
大

切
に
育
て
て
き
た
児
童
ら
は
丸
々

と
実
っ
た
大
豆
を
一
つ
一
つ
丁
寧

に
バ
ケ
ツ
に
集
め
て
い
ま
し
た
。

毎
年
恒
例
の
年
末
行
事
、も
ち
つ

き
大
会
と
ク
リ
ス
マ
ス
会
が
広
田
、

倭
文
両
保
育
園
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

も
ち
つ
き
大
会
で
は
園
児
が
自

分
た
ち
で
つ
い
た
温
か
い
お
も
ち
を

十
二
月
七
日
、第
三
十
一
回
緑
町

少
年
野
球
大
会
が
広
田
小
・
中
学

校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

広
田
と
倭
文
の
少
年
野
球
ク
ラ

ブ
が
参
加
し
た
こ
の
大
会
で
は
、

四
年
、
五
年
、
六
年
生
が
そ
れ
ぞ
れ

に
戦
い
、次
の
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

・
四
年
生
の
部

広
田
　
15
＿
2

倭
文

・
五
年
生
の
部

広
田
　
6
＿
3

倭
文

・
六
年
生
の
部

広
田
　
2
＿
0

倭
文
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12月1日 
施行 期日前投票制度 期日前投票制度 

選挙制度が変わりました。 選挙制度が変わりました。 

詳しくは、緑町選挙管理委員会　事務局・役場総務課145－0390まで 

期日前投票制度の 
あらまし 

期日前投票制度の 
あらまし 

手続きが簡素化され、投票がスムーズになります。 

対象となる投票 

投票を行うこと 
が で き る 者  

投 票 期 間  

対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う 
投票 

期日前投票所で 
投票用紙への記載 

選挙期日の公示日または告示日 
の翌日から選挙期日の前日まで 

期日前投票所 

基本的に選挙期日の投票所にお 
ける投票の手続きと同じです。 

午前8時30分から午後8時まで 

投票を行うこと 
が で き る 者  

投 票 期 間  

投 票 場 所  

投 票 時 間  

投 票 手 続 き  

投 票 場 所  

投 票 時 間  

投 票 手 続 き  

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、
冠婚葬祭などの用務があるなど
一定の事由（現行の不在者投票
事由）に該当すると見込まれる者 

※投票の際には、現行の不在者投票と同じく、宣誓書に
列挙されている一定の事由（現行の不在者投票事由
に同じ）の中から、自分が該当するものを選択します。 
※名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人
ホームなどにおける不在者投票については従来どお
り行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日
または告示日の翌日」に変更されていますので注意
が必要です。 

期
日
前
投
票 

開票所へ 

従
来
の
不
在
者
投
票 

○
○
×
× 

○
○
×
× 

内
封
筒 

記載場所で投票用
紙への記載 

投票用紙を
内封筒へ 

○○選挙 
不在者投票 
（外封筒） 
投票者 

外封筒へ入れ
選挙人が署名 

投票管理者が受理を
決定したものを開封 

不在者投票管理者へ提出 

緑 

太
郎 

○○選挙 
不在者投票 
（外封筒） 
投票者 

緑 

太
郎 

総
務
太
郎 

立
会
人 

投票管理者が 
投票箱へ 

　警察では、毎年1月10日を「110番の日」と定め、
皆さんに110番通報を早く、正しく利用していただく
よう、ご理解とご協力をお願いしています。 

　110番は、事件事故などをいち早く警察に知らせてい
ただく緊急通報電話です。 
　運転免許や遺失物の問い合わせなどに110番を利用
されますと、その間に事件事故に遭った（目撃した）方か
らの緊急通報に遅れが生じる恐れもあります。 
　緊急の対応を必要としない照会、相談などは、県警な
んでも相談電話「＃9110」をご利用ください。 

三原警察署 142－0110

110番は緊急電話です 

　有料アダルトサイト、出会い系サイト使用料などと称
した請求が、携帯電話へのメールやはがき、封書で届い
たという相談が急増していますが、もちろん使っていな
いのであれば、連絡したり支払う必要は全くありません。 

　しつこい場合、悪質な場合は一度、三原警察署生活安全課・
太田142―0110にご相談ください。 

◎手紙の内容は、返済請求通知書・支払勧告通知書・最終通
告書・督促状などと題して、「過去に利用した使用料金が
未納なので債権譲渡を受け、回収を代行している。」「直
接回収に行く。近所や職場に迷惑が掛かるぞ。」といった
請求です。 

◎身に覚えがなければ、葉書やメールが届いても、何もしな
いことが肝心で、電話などで相手方に連絡を取ると、か
えって逆効果です。 

◎もし、連絡してしまった場合、また、メールや電話が頻繁に
掛かってくる場合は、払わない意思を明確に示すことが大
切です。 

お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、ク
リ
ス
マ
ス
会
で
は
サ
ン
タ
さ

ん
の
登
場
に
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

リ
サ
イ
ク
ル
県
民
運
動
を
展
開

し
て
い
る
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ー
ル
・

イ
ン
淡
路
２
０
０
３
実
行
委
員
会

の
木
田
繁
子
副
委
員
長
が
、
十
二

月
十
九
日
に
淡
路
学
園
を
訪
れ
、

同
実
行
委
員
会
の
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ー
ル
で
の
各
出
店
者
売
上
金
の

一
部
を
も
と
に
購
入
し
た
Ｃ
Ｄ
ラ

ジ
カ
セ
四
台
を
同
学
園
に
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。


